
中川村空き家等活用促進事業補助金

　地域の活性化を図るため、移住・定住の促進に資する空き家の改修及び除却等に
要する経費に対し補助金を交付します。

制度の概要

事業の種類等
　(1) 空き家売却・貸出事業
　　　　空き家を譲渡又は貸し出すために要する次　　
　　 に掲げる事業に対して補助
　　　①家財の整理及び清掃
　　　②庭木の伐採
　　 ▷補助対象者　　空き家の所有者（元所有者）
　　 ▷補助率等　　　 1/2以内（上限30万円）

　(2) 空き家除却事業
　　　　自らが定住するために空き家の除却等を行　
　　 い、宅地を確保するための事業に対して補助
　　　　ただし、請負契約を村内事業者と締結してい　
　　　る者に限る。
　　　▷補助対象者　 空き家を取得し取り壊す者
　　　▷補助率等　　　1/3以内（上限100万円）

　(3) 空き家改修事業
　　　　自らが定住するために実施する空き家の改　
　　 修であって、次に掲げる事業に対して補助
　　　①台所、風呂、トイレ改修
     ②下水道等への接続工事
　　　③減築、同一敷地内の附属屋除却
　　　④外構工事
　　　⑤家財の整理及び清掃（条件あり）
　　　⑥庭木の伐採（条件あり）
　　　注：ふすま張替等の簡易修繕・備品購入は除く
　　 ▷補助対象者　　空き家を取得した者
　　 ▷補助率等　　 1/2以内（※上限60～120万円）
　　　※上限
　　　60万円（特定地区内70万円）
　　　ただし、村内事業者請負時は、100万円（特定　
　 　 地区内120万円）
　　  ◆特定地区とは、住民が主体となって定住促進　
　　　　 のための活動を行っている

事業のイメージ

(1) 空き家売却・貸出事業

(2) 空き家除却事業

(3) 空き家改修事業

補助金の概要を説明するための資料です。
補助金の活用を検討される方は、事前に中川村役場 
地域政策課 土地政策係（0265-88-3017）にご相
談ください。

【対象となる空き家等の主な要件】
◆中川村空き家バンクに登録され、３か月以上村ホームページで公開された物件  （１）・（２）・（３）が該当
◆契約締結から一年以内のもの※親族間（１親等以内）の契約は対象外             （２）・（３）が該当
◆下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽の接続要件を満たすもの                   （３）が該当
◆補助金の活用にあたっては、地区加入をお約束していただきます　　　　　　　　　　　 （２）・（３）が該当
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　　この他の要件については、中川村空き家等活用促進事業補助金要綱を確認いただくか土地政策係にお問い合わせください。


